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レベル３の除去作業 ～ユニットバス撤去を例に～

⑦飲食禁止・石綿の作用など４点の掲示

⑧作業者は呼吸用保護具を着用して除去

⑨湿潤化して可能な限り原形のまま除去

石綿（アスベスト）法改正



「石綿法令対応」は まとめるとこれ

やらなければならないこと 誰が？ 大防法 石綿則

①
★調査、記録を保管
※（2023.10～）調査担当者は調査者資格を

● ●

② ★調査結果を発注者に説明し、記録を保管 ● ―

③ ★（2022.4～）100万以上改修は電子報告 ● ●

④ 作業計画（作業方法・順序等）を作成 ● ●

⑤ （下請業者がいる場合）作業計画を説明 ● ●

⑥ ★調査結果（有無）を現場に掲示・備え付け ● ●

⑦ 飲食禁止・石綿の作用など４点の掲示 ― ●

⑧
作業者は呼吸用保護具を着用して除去
※施工現場に一人は「石綿作業主任者」を
※作業員は全員4.5時間の「特別教育」を

― ●

⑨ 湿潤化して可能な限り原形のまま除去 ● ●

⑩
石綿を含む、産業廃棄物の適正な処理・管理
※事前に処理体制・ルート構築

廃棄物処理法

⑪ 写真を含めた作業記録作成、保管 ― ●

⑫ 特定粉じん排出等作業記録作成、保管 ● ―

⑬ 完了報告書作成、発注者へ報告、記録を保管 ● ―

見積段階

着工前

工事中

完了後

赤字は今回の改正で追加 ★は石綿の有無にかかわらず必要な対応

改修（リフォーム）や解体工事など、石綿の事前調査が必要な工事について（レベル３）
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◼ 立入禁止・飲食禁止・石綿の作用・石綿作業主任者の４点掲示

（表示）

関係者以外立入禁止

（表示）

作業場での喫煙、

飲食の禁止

（掲示）

石綿等の人体に及ぼす作用、使

用すべき保護具など

（掲示）

作業主任者の氏名

及びその者に行なわせる事項

ミドリ安全公式通販サイトより https://ec.midori-anzen.com/

下請業者等元請業者

⑦ 飲食禁止・石綿の作用など４点の掲示
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必要な看板掲示 実際の掲示の例
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A３サイズの事前調査結果の表示
⇒公衆に見やすい位置に

飲食禁止・作業主任者の責務など４点
⇒労働者の見やすい位置に（除去部分の入口でよい）



必要な看板掲示 実際の掲示の例
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玄関ドアにすべて表示しても構わない
※テープでドアの塗装などが剝がれないように集合住宅では入口近くの廊下などでも



作業環境の養生例
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養生用テープ

マスカー
（シートと養生テープが一体）

マスカーを使った養生

マスカーを使った養生



レベル３
切断等を伴う除
去：
区分③

＊隔離養生（負
圧不要）内部
以外

・半面形取替え式防じんマスク
（粒子捕集効率99.9％以上） RL3 RS3

・保護衣又は作業衣
（保護衣の使用義務はない）

レベル３
原形のまま取り
外し：区分④

・取替え式防じんマスク
（粒子捕集効率95.0％以上） RL2 RS2

◼ レベル３では呼吸用保護具と作業衣を着用して除去

画像：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

※国家検定合格品

※国家検定合格品

下請業者等

⑧ 作業者は呼吸用保護具を着用して除去
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防じんマスクの例：区分③の製品
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作業時の服装・装備の例
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作業時の服装の例
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ツルツルした素材の選択 雨用のポンチョなどでも問題ない



◼ レベル３建材は湿潤化して可能な限り原形のまま除去

方
法

切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す
※固定具等を取り外すこと、母材等と一体として取り外すこと等により、特定建築材料を切断、破砕等せず
に建築物等から除去すること。

※ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すこと。

上記方法が技術上困難なとき、作業の性質上適さないとき
（石綿含有けい酸カルシウム板第１種以外）

薬液等により湿潤化

清
掃

除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行う。
養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行う。

確
認

作業完了の確認
必要な知識を有する者＝事前調査を行わせる者・石綿作業主任者に、確認を目視で行わせる

けい酸カルシウム板第１種を切断・破砕等により除去する場合

石綿含有仕上塗材を電気グラインダー他の電動工具を使用して除去する場合

下請業者等

⑨ 湿潤化して可能な限り原形のまま除去

・隔離養生（負圧不要）

・薬液等により湿潤化
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作業例：湿潤化、可能な限り原形のまま除去
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パネル接合部に湿潤化パネル接合部から撤去 パネルごとに取り外し



湿潤化について（必要に応じて行う）
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タイル面 タイル面への湿潤化は意味がない

下地材 浸透することで飛散が防止できる

下地材が石綿含有



裏面表示の例
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無石綿の表示があるが、
現在の基準では石綿含有である



作業例：取り残し等の確認、清掃、養生撤去
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• 取り残し等の確認は石綿作業主任者、又は事前調査者（2023.10.1～）が実施。

• 除去作業後、HEPAフィルタ付きの真空掃除機等で清掃。

  養生を行った場合は養生を解く前に清掃を行う。



●レベル３は「特定工事」じゃないでしょ？
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https://www.ecogunma.jp/?p=12889

https://www.ecogunma.jp/?p=12889


ユニバースのASPシステム「UNI-PORT」
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◼ UNI-PORTなら石綿除去作業に必要な４点の看板も出力できます

システムの概要

青字はUNI-PORTでできる部分

https://universe-corp.jp/uniport/

https://universe-corp.jp/uniport/


★石綿ポータルサイトURL
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https://asnavi.cersi.jp/

https://asnavi.cersi.jp/
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